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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年７月４日 ０２時１０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市天草
あまくさ

下
しも

島東岸 

天草下島所在の大
おお

多尾
た お

港３号防波堤灯台から真方位１９４°２,０００

ｍ付近 

（概位 北緯３２°２０.４′ 東経１３０°１２.６′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船 第十八金
きん

栄
えい

丸、１,５９８トン 

 １３２３１５、株式会社有明商事 

 ９０.８２ｍ（Lr）×１５.００ｍ×８.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成５年９月３日 

 乗組員等に関する情報 一等航海士  男性 ２６歳 

 四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成２２年３月２９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月２９日 

  免状有効期間満了日 平成２７年３月２８日 

 死傷者等 なし        

 損傷 船底に擦過傷 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び一等航海士ほか３人が乗り組み、熊本県八代市八代港

での揚げ荷役を終え、船首約１.８ｍ、船尾約４.０ｍの喫水で長崎県五島

列島中 通
なかどおり

島東方の海砂採取場に向かい、一等航海士が、平成２３年７月

４日００時３０分ごろ八代港を出たところで船長と船橋当直を交替して０

３時３０分までの船橋当直に就き、機関長が見張りを補佐した。 

一等航海士は、レーダーを１.５海里（Ｍ）レンジとして使用し、０１時

００分ごろ機関長が機関室の巡視のために降橋したのち、船橋中央部にあ

る操舵装置の後方で背もたれと肘掛けの付いた椅子に腰を掛けて船橋当直

を行い、約１２ノットの対地速力で八代海を南西進した。 

一等航海士は、８ＭレンジとしたＧＰＳプロッターに表示されたコース

ライン上を航行し、天草市御所
ごしょ

浦
うら

島と鹿児島県長島町獅子
し し

島との間の元ノ
がんの

尻
しり

瀬戸東口に達したところで、次の変針場所である同瀬戸西口の長島町蜂
はち

ノ島北方約０.５Ｍに向ける約３００°（真方位）の針路として自動操舵に

より同瀬戸を航行していたが、同瀬戸に他船がいなかったことから、緊張

感が薄れて眠気を感じるようになった。 

一等航海士は、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ居眠りに
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陥り、蜂ノ島北方の変針予定場所を通過し、天草下島東岸に向けて西北西

進中、０２時１０分ごろ天草下島東岸の岩場に乗り揚げた。 

一等航海士は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、自室で休息していた船長に

報告した。 

船長は、負傷者、浸水、油漏れなどがないことを確認したのち、機関を

後進にかけたが離礁することができず、本事故の発生を海上保安庁に１１

８番通報した。 

本船は、０９時３０分ごろ自力離礁し、ダイバーにより潜水調査を行っ

た結果、船底に破口や亀裂がなかったので、中通島東方の海砂採取場まで

自力航行した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 小雨、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 本船は、本事故前日の３日０２時ごろ定係地である長崎県佐世保市相浦

港を出港し、０６時ごろ五島列島相ノ島の砂利採取場所に到着して砂利を

採取したのち、０８時ごろ発進して１７時ごろ八代港沖で時間調整のため

に約２～３時間錨泊していた。本船は、八代港に入港して揚げ荷役を行

い、翌４日００時００分ごろ八代港を出港した。 

本船では、クレーン士が揚げ荷役時にクレーン操作を行っており、一等

航海士は、船橋当直の合間や揚げ荷役中に休息をとっていたので、睡眠不

足や疲労が蓄積した状態ではなく、飲酒もしていなかった。 

本船は、本来の船長の休暇による下船に伴い、船長及び一等航海士の２

人による単独の船橋当直（航海時間によって３～４時間交替）を行ってお

り、機関長などが見張りを補佐していた。 

本船では、船橋当直中に眠気を催した場合には、コーヒーを飲むなどし

て眠気を覚ますようにしていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、元ノ尻瀬戸を自動操舵で西北西進中、

単独で船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥った

ことから、変針予定場所を通過して天草下島東岸

に向けて航行し、同島東岸の岩場に乗り揚げたも

のと考えられる。 

一等航海士は、元ノ尻瀬戸に他船がいなかった

ので緊張感が薄れて眠気を催した際、椅子に腰を

掛けた姿勢で船橋当直を行っていたことから、居

眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、元ノ尻瀬戸を自動操舵で西北西進中、単独で

船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して

天草下島東岸に向けて航行し、同島東岸の岩場に乗り揚げたことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、椅子から離れて身体を動かした

り、コーヒーを飲むなどして眠気を払うこと。 
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・眠気を払うことができないときは、他の乗組員と船橋当直を交替する

こと。 

・本船には、居眠り防止装置が設置されていなかったが、同装置を設置

していれば、船橋当直者が居眠りに陥った際、警報ブザーによって目

を覚まし、本事故を防止することができた可能性があると考えられる

ので、同装置を設置することが望ましい。 

 




